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備陽史探訪の会 

中世史部会 

2014年 2月 23日 

講師 木下和司 



【徒歩例会探訪コース】 

 

① ９：００  

ＪＡ福山津之郷支所前 

 

  ② ９：１０ ～ ９：３０ 

    如意山田辺寺（でんぺんじ） 

 

  ③ ９：４５ ～ １０：１５ 

    惣堂社・御殿畑 

 

  ④ １１：３０ ～ １２：３０ 

    銀山城見学 

    昼食 

 

  ⑤ １４：００ ～ １４：３０ 

    大鏡山三寶寺 

 

  ⑥ １４：５０ ～ １５：００ 

    山手一里塚（山手江良バス停すぐ） 

  

 ●１５時頃、バス停・山手江良付近で解散します。 

  福山駅よりバスでお越しの方は、１５時１０分過ぎに福山駅行きのバスが

来ます。 

  ＪＡ福山津之郷行きのバスは、１５時頃、山手江良に到着予定です。 
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二
月
度 

徒
歩
例
会
資
料 

山
手
銀
山
城
と
そ
の
周
辺
を
歩
く 

１ 

近
世
地
誌
か
ら
見
た
杉
原
氏
と
山
手
銀
山
城 

 

●
『
檀
上
本 
備
後
古
城
記
』（
抜
粋
） 

 

沼
隈
郡 

 

山
手 

 
 

 
 

源
姓 

 
 
 
 

杉
原
伯
耆
守 

 
 

神
辺
城
主
山
名
近
江
入
道
家
老 

 
 
 
 

同
備
前
守 

 
 
 
 

同
播
磨
守
盛
重 

  

高
須 

 

古
志
三
郎
左
衛
門
尉
源
景
勝 

 
 
 
 
 

杉
原
河
内
守
源
元
可 

 
 
 
 
 

高
須
筑
後
守
元
士 

 
 

関
臺
又
松
尾
山
共
云 

 
 
 
 
 

同
彦
右
衛
門
元
忠 
 

同
所
、
子
孫
高
須
村
ニ
住
ス 

 

●
『
水
野
記 

巻
十
二
』（
抜
粋
） 

 

【
備
後
沼
隈
郡
社
寺
】 

 

山
手
村 

 
 

真
言
宗
萱
野
山
龍
蔵
寺 

本
尊
千
手
観
音 

 
 
 

古
来
寺
領
五
拾
貫
、
杉
原
盛
重
代
迄
有
寺
領
、
其
後
元
康
没
収
之
、
故 

 
 
 

廃
、
至
寛
永
六
年
観
音
堂
仁
王
堂
残 

 
 

 
 

禅
宗
大
鐘
山
三
宝
寺 

夷
山
獄
和
尚
建
立
之
、
本
尊
釈
迦
如
来 

 
 

 

寺
領
百
貫
、
杉
原
盛
重
累
代
寄
附
之
、
其
後
元
康
没
収
之
、 

 
 

 

 
 

一
向
宗
照
円
寺 

 

寺
領
十
五
貫
、
其
後
元
康
没
収
之
、
末
寺
等
破
壊 

  
 

八
幡
宮 

一
社 

 
 

 

中
興
杉
原
盛
重
建
立
、
社
領
十
五
貫
寄
進
、
其
後
毛
利
元
康
移
居 

 
 

深
津
村
之
時
奉
勧
請
于
蔀
山
、
然
ト
モ
不
應
神
慮
故
又
奉
還
御
于 

 
 

本
之
地
、
元
康
新
築
城
於
深
津
村
遠
々
地
山
、 

  

江
分
村 

 
 

大
明
神 

一
社 

古
来
社
領
五
貫
、 

天
神 

一
社 

同
六
貫 

 
 

山
本
之
神 

一
社 

同
貮
貫
五
百
、 

厳
島
大
明
神 

同
五
貫 

 
 
 

右
四
社
領
杉
原
盛
重
及
毛
利
家
有
寄
附
、
其
後
毛
利
家
被
削
備
後
之
時
、

社
領
共
没
収
之 

 

赤
坂
村 

 
 

八
幡
宮 

一
社 

 

 
 

 

天
正
二
年
杉
原
盛
重
再
興
有
棟
札
、
寺
領
拾
八
貫
毛
利
家
没
収
之
、 

 
 

小
原
村
、
早
戸
村
、
加
屋
村
、
津
野
郷
村
、
赤
坂
村
等
之 

  

津
野
郷
村 

 
 

真
言
宗
如
意
山
観
音
院
田
辺
寺 

本
尊
阿
弥
陀
如
来
本
堂
観
音 

 
 

 
但 

古
来
寺
領
壱
貫
八
百
、
明
応
八
年
自
光
貫
授
此
地
於
長
谷
川
雅
樂
助
、

被
没
収
社
領
、
従
是
到
天
正
十
三
年
為
無
縁
之
地
、
時
同
年
十
二
月
十
三

日
義
昭
将
軍
出
奔
、
発
京
都
到
備
後
移
津
野
郷
村
之
時
、
翌
十
四
年
寄
寺

領
八
貫
五
百
、
其
後
豊
臣
秀
吉
領
此
地
二
年
也
、
又
毛
利
家
領
此
地
而
没

収
寺
領
也
、 
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●
そ
の
他
の
資
料 

 
 

・「
高
須
長
左
衛
門
盛
英
家
系
図
」（
寛
保
元
年
五
月
書
出
）
に
は
、
杉
原
光

平
の
孫
・
四
郎
忠
綱
の
注
記
に
「
山
手
方
」
と
あ
る
（
図
１
参
照
）。 

 

２ 

山
手
銀
山
城
主
の
系
譜
に
つ
い
て 

 

杉
原
氏
が
山
手
銀
山
城
主
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
一
次
史
料
は
確
認
さ
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
原
本
が
近
世
初
頭
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
備

後
古
城
記
』
の
山
手
村
の
項
に
は
、
「
源
姓
・
杉
原
伯
耆
守 

山
名
近
江
入
道
家

老
、
同
備
前
守
、
同
播
磨
守
盛
重
」
と
書
き
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
山
手
銀
山
城
の

城
主
は
杉
原
氏
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
同
じ
く
近
世
初
頭
の
成
立
と
考
え
ら

れ
る
『
水
野
記
』
の
山
手
村
、
郷
分
村
、
赤
坂
村
、
津
野
郷
村
の
寺
社
に
対
す
る

所
領
の
寄
進
者
は
、
杉
原
盛
重
と
な
っ
て
お
り
、
銀
山
城
山
麓
が
戦
国
時
代
の
末

期
に
は
杉
原
氏
の
所
領
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
認
さ
れ
る
。 

 

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
山
手
銀
山
城
主
と
し
て
杉
原
伯
耆
守
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
杉
原
伯
耆
守
は
杉
原
家
惣
領
の
官
途
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

山
手
銀
山
城
が
杉
原
惣
領
家
の
居
城
で
あ
っ
た
可
能
性
が
出
て
く
る
。
杉
原
伯
耆

守
に
関
す
る
『
備
後
古
城
記
』
の
記
述
が
あ
る
程
度
の
信
頼
性
を
有
し
て
い
た
こ

と
は
、
伯
耆
守
の
付
記
で
あ
る
「
源
姓
」
や
「
山
名
近
江
入
道
家
老
」
と
い
う
記

述
の
信
頼
性
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
。
ま
ず
、
山
名
近
江
守
と
は
、
有
名
な
備
後
守

護
山
名
宗
全
の
同
族
・
犬
橋
近
江
守
満
秦
の
こ
と
で
あ
り
、
『
満
済
准
后
日
記
』

に
よ
っ
て
永
享
年
間
に
備
後
守
護
代
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
杉

原
氏
は
伊
勢
平
氏
の
一
族
で
あ
る
が
、
室
町
時
代
に
は
「
源
姓
」
を
名
乗
っ
て
い

た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
以
下
の
杉
原
氏
の
同
族
で
あ
る
大
和
氏
の
史

料
に
よ
り
推
測
さ
れ
る
。 

 

●
【
史
料
①
】
「
大
和
理
政
譲
状
」 

（
「
平
成
十
八
年
度
古
典
籍
展
観
大
入
札
会
」
一
〇
二
七
号
） 

 
 
 
 
 

譲
与 

 
 

大
和
平
三
持
邦 

 
 

右
、
御
護
三
種
等
持
院
殿
御
口
伝
之
御
証
文
等
相
副
所
口
伝
任
実
也
、
為
子

孫
之
後
証
之
三
種
相
伝
之
状
如
件
、 

 
 

応
永
三
十
二
年
二
月
廿
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
父
足
利
大
和
入
道
理
政
（
花
押
） 

 
 

（
裏
書
） 

 
 
 

 

任
此
旨
可
有
御
領
賞
之
状
如
件
、 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

（
足
利
義
持
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

菩
薩
戒
弟
子
（
花
押
） 

 

こ
の
史
料
に
よ
り
大
和
氏
は
、
足
利
将
軍
家
か
ら
足
利
姓
を
名
乗
る
こ
と
を
許

さ
れ
て
お
り
、「
源
姓
」
を
称
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
同
族
で
あ
る

杉
原
氏
も
「
源
姓
」
を
名
乗
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
後
期

に
高
須
盛
英
が
書
出
し
た
杉
原
氏
系
図
に
は
、
杉
原
惣
領
家
に
属
し
た
杉
原
四
郎

忠
綱
の
注
記
と
し
て
「
山
手
方
」
と
書
か
れ
て
お
り
（
図
１
参
照
）
、
杉
原
惣
領

家
の
居
城
が
山
手
銀
山
城
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。 

 

以
上
か
ら
『
備
後
古
城
記
』
の
記
述
に
あ
る
程
度
の
信
頼
性
を
置
け
る
と
考
え

ら
れ
、
杉
原
惣
領
家
が
銀
山
城
主
で
あ
っ
た
可
能
性
も
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
推
論
を
補
強
す
る
の
が
、
福
山
市
北
吉
津
町
の
胎
蔵
寺
釈
迦
如
来
の
胎
内
経
に

書
か
れ
て
い
た
「
奉
納 

日
本
国
備
後
州
深
津
郡
椙
原
保
常
興
禅
寺
」
と
い
う
記

述
で
あ
り
、
杉
原
氏
の
本
領
で
あ
る
杉
原
保
が
深
津
郡
の
備
後
本
庄
付
近
に
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
地
理
的
な
観
点
か
ら
杉
原
保
が
備
後
本
庄
付
近
に
存
在

し
た
と
す
る
と
、
銀
山
城
は
杉
原
保
の
詰
城
の
位
置
に
あ
り
、
杉
原
惣
領
家
の
居

城
に
相
応
し
い
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
山
手
銀
山

城
が
杉
原
惣
領
家
の
居
城
で
は
な
く
、
南
北
長
期
に
活
躍
し
た
杉
原
為
平
の
系
統

（
以
下
、
為
平
系
山
手
杉
原
氏
と
呼
ぶ
）
の
杉
原
氏
の
居
城
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
江
戸
時
代
後
期
に
木
梨
恒
通
の
書
き
出
し
た
「
杉
原
氏
系
図
」
（
図
２
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参
照
）
に
よ
れ
ば
、
山
手
杉
原
氏
は
為
平
、
光
信
、
光
恒
、
光
貞
、
匡
信
、
理
興
、

盛
重
と
続
く
。
為
平
か
ら
光
貞
ま
で
は
『
尊
卑
文
脈
』
や
『
系
図
纂
要
』
に
も
記

載
が
あ
り
、
あ
る
程
度
の
信
頼
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
光
貞
と

匡
信
の
関
係
に
は
問
題
が
あ
る
。
『
系
図
纂
要
』
の
光
貞
の
付
記
に
は
「
九
州
於

い
て
討
死
」
と
あ
り
、
永
享
年
間
（
一
四
二
九
～
四
一
）
の
大
内
氏
と
大
友
氏
の

筑
前
国
を
廻
る
合
戦
で
討
死
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
満
済
准
皇
日
記
』
永
享
四

年
九
月
三
日
の
条
に
「
山
名
来
。
備
後
杉
原
跡
事
雖
為
闕
如
、
依
知
行
被
閣
（
之
）

候
由
被
仰
出
」
と
あ
る
の
で
、
光
貞
の
討
死
は
永
享
四
（
一
四
三
二
）
年
と
考
え

ら
れ
る
。
理
興
に
つ
い
て
は
、
天
文
年
間
（
一
五
三
二
～
五
五
）
に
現
れ
る
杉
原

豊
後
守
を
誤
っ
て
、
後
世
に
理
興
に
あ
て
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な

る
の
は
、
光
貞
か
ら
杉
原
豊
後
守
ま
で
に
百
年
の
時
間
が
あ
り
、
少
な
く
と
も
そ

の
間
に
三
代
は
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
系
図
上
は
匡
信
の
一
代
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
匡
信
に
つ
い
て
は
『
萩
藩
閥
閲
録
』
の
「
杉
原
与
三
右
衛
門
書
出
し
」

に
「
備
後
国
沼
隈
郡
山
手
城
主
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
匡
信
系
の
杉

原
氏
が
山
手
銀
山
城
主
と
考
え
ら
れ
る
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

匡
信
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
在
を
示
す
一
次
史
料
は
確
認
さ
れ
ず
、
前
述
し
た
よ

う
に
光
貞
の
後
継
者
と
す
る
こ
と
に
は
世
代
的
な
隔
た
り
も
あ
り
、
匡
信
以
降
の

山
手
杉
原
氏
の
系
図
は
、
後
世
に
付
け
足
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。 

 

奉
公
衆
四
番
に
属
し
た
杉
原
氏
の
惣
領
（
四
番
衆
惣
領
と
呼
び
、
杉
原
氏
一
族

の
惣
領
で
あ
る
杉
原
惣
領
家
と
区
別
す
る
）
は
、
文
明
か
ら
明
応
年
間
に
現
れ
る

杉
原
下
総
守
盛
平
の
系
統
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
系
統
は
、
仮
名
を
〇
太
郎
、
官

途
は
太
郎
左
衛
門
尉
、
受
領
と
し
て
下
総
守
を
名
乗
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
以
下
、

盛
平
の
系
統
を
「
杉
原
下
総
守
家
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
為
平
系
の
杉
原
氏
も

奉
公
衆
四
番
に
属
し
て
お
り
、
独
立
性
を
有
し
な
が
ら
も
四
番
衆
惣
領
で
あ
る
下

総
守
家
に
従
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
永
享
四
年
の
杉
原
光
貞

の
討
死
に
よ
り
、
為
平
の
系
統
が
断
絶
し
た
後
、
そ
の
所
領
を
相
続
し
た
の
は
四

番
衆
惣
領
で
あ
っ
た
下
総
守
家
の
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
推
論
を
裏
付
け
る
史
料

を
以
下
に
挙
げ
る
。 

 ●
【
史
料
②
】「
足
利
義
持
御
判
御
教
書
」（『
広
島
県
史 

Ⅱ

・
中
世
』） 

 
 

 

（
足
利
義
持
）
ノ 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
花
押
） 

 

備
後
国
木
梨
庄
地
頭
職
半
分
、
伊
多
岐
社
地
頭
職
半
分
、
杉
原
保
内
知
行
分
残

郷
地
頭
職
半
分
、
并
福
田
浜
田
事
、
当
知
行
の
旨
に
任
せ
、
杉
原
文
太
郎
光
貞

同
一
族
等
領
掌
相
違
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
状
件
の
如
し
、 

 
 

応
永
三
十
年
十
二
月
廿
三
日 

 

●
【
史
料
③
】
足
利
義
材
御
判
御
行
書
写
（『
小
早
川
家
文
書
』） 

 
 

 

元
来
写
也 

 
 
 
 
 
 

御
判 

「
義
材 

後
義
尹
、
又
義
稙
」 

 

備
中
國
々
衙 

広
橋
家
本
役
有
之 

田
村
越
後
入
道
跡
・
倉
光
次
郎
跡
・
越
前
国

志
都
部
郷
長
井
太
郎
知
行
・
備
中
国
浅
口 

細
川
民
部
少
輔
知
行
・
石
見
国
吉

賀
上
下
領
付
野
上
下
・
備
後
国
木
梨
荘
椙
原
下
総
守
同
名
修
理
亮
知
行
并
椙
原

三
郎
左
衛
門
尉
跡
等
事
、
云
馳
参
正
覚
寺
陣
、
云
越
中
国
供
奉
、
忠
節
之
条
、

為
勲
巧
之
賞
、
所
宛
行
也
、
早
吉
見
右
馬
頭
義
隆
領
掌
不
可
有
相
違
之
状
如
件
、 

 
 

 
 

明
応
四
年
七
月
廿
八
日 

 

●
【
史
料
④
】
細
川
澄
之
カ
書
状
写
（『
小
早
川
家
文
書
』） 

備
後
國
木
梨
庄
杉
原
下
総
守
知
行
分
三
原
之
事
、
為
請
本
領
、
可
有
御
知
行
候
、

對
吉
見
右
馬
頭
御
判
写
進
之
候
、
然
者
、
正
税
頼
之
事
、
執
沙
汰
肝
要
候
、
萬

一
於
無
沙
汰
者
、
可
改
易
候
也
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

 

十
一
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九
郎 

 
 
 
 
 
 

小
早
川
小
法
師
殿 
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史
料
②
に
よ
れ
ば
、
為
平
の
系
統
に
属
す
る
光
貞
は
、
木
梨
庄
半
分
地
頭
指
職

を
保
持
し
て
い
た
。
こ
れ
は
南
北
朝
の
初
期
に
恩
賞
と
し
て
足
利
尊
氏
か
ら
与
え

ら
れ
た
木
梨
庄
の
地
頭
職
を
信
平
・
為
平
兄
弟
が
折
半
し
た
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。

史
料
③
に
よ
れ
ば
、
木
梨
庄
を
所
領
と
し
て
い
た
の
は
、
杉
原
下
総
守
と
杉
原
修

理
亮
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
更
に
史
料
④
か
ら
杉
原
下
総
守
の
所
領
は
木
梨

庄
内
三
原
浦
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
に
よ
り
木
梨
庄
本
庄
は
杉
原
修
理

亮
に
知
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
史
料
②
の
木
梨
庄
半
分

地
頭
職
は
、
杉
原
下
総
守
の
知
行
し
て
い
る
木
梨
庄
内
三
原
で
あ
っ
た
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
、
光
貞
の
跡
は
四
番
衆
惣
領
で
あ
る
下
総
守
家
に
相
続
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
杉
原
下
総
守
家
が
、
な
ぜ
杉
原
惣
領
家
の
居
城
で
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
山
手
銀
山
城
を
継
承
し
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。 

 

前
述
し
た
杉
原
下
総
守
家
惣
領
の
仮
名
か
ら
考
え
て
、
盛
平
の
跡
は
永
正
～
大

永
年
間
に
現
れ
る
杉
原
又
太
郎
が
相
続
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
以
下
に
、
杉
原
又

太
郎
に
関
す
る
史
料
を
挙
げ
る
。 

●
【
史
料
⑤
】
太
田
垣
胤
朝
副
状
（
『
平
賀
家
文
書
』
） 

備
後
国
之
儀
、
可
為
如
先
々
旨
、
屋
形
及
度
々
雖
申
下
候
、
山
内
新
左
衛
門
尉

以
下
背
下
知
之
条
、
可
加
退
治
之
由
被
申
出
候
、
就
其
屋
形
以
直
札
被
申
候
、

宮
上
州
・
杉
原
又
太
郎
方
被
仰
合
、
急
度
一
途
候
様
御
武
略
可
為
本
望
候
、
猶

委
細
同
名
次
郎
右
衛
門
尉
可
令
申
候
、
恐
々
謹
言
、 

 

（
永
正
三
年
）
十
一
月
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

胤
朝 

判 

 
 
 
 
 
 
 
 

平
賀
蔵
人
大
夫
殿 

 

●
【
史
料
⑥
】
山
名
澄
之
書
状
（
『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻
六
七
） 

急
度
申
候
、
仍
就
幡
州
重
而
進
発
之
儀
、
但
州
従
宿
老
中
可
馳
走
之
由
申
下
候

間
、
則
雲
州
申
遣
候
處
、
同
心
之
条
、
因
但
同
時
可
相
動
候
、
其
國
被
閣
諸
弓

矢
之
儀
、
此
趣
但
州
申
上
候
、
猶
委
細
両
人
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 
 
 
 
 
 

 

（
大
永
二
年
）
七
月
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

澄
之 

判 

 
 
 
 
 
 
 
 

杉
原
又
太
郎
殿 

 

●
【
史
料
⑦
】
大
内
義
興
書
状
（『
萩
藩
閥
閲
録
』
巻
六
七
） 

雖
未
申
通
候
、
以
次
染
筆
候
、
仍
宮
上
野
介
毎
事
被
相
談
、
一
味
御
武
略
肝
要

候
、
尚
陶
尾
張
守
可
申
候
、
恐
々
謹
言 

（
大
永
七
年
カ
）
七
月
十
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

義
興 

判 

 
 
 
 
 
 
 

杉
原
左
衛
門
尉
殿 

  

史
料
⑤
は
、
明
応
八
年
に
山
名
俊
豊
が
備
後
か
ら
没
落
し
た
後
も
守
護
で
あ
る

致
豊
の
命
に
従
わ
な
い
山
内
直
通
の
討
伐
を
、
備
後
守
護
代
と
考
え
ら
れ
る
太
田

垣
胤
朝
が
平
賀
弘
保
に
依
頼
し
た
書
状
で
あ
る
。
こ
の
書
状
に
は
「
宮
上
州
・
杉

原
又
太
郎
方
被
仰
合
、
」
と
の
文
言
が
あ
り
、
山
名
氏
の
備
後
国
に
於
け
る
武
力

衝
突
に
宮
上
野
介
家
と
杉
原
下
総
守
家
が
協
力
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る
。
ま
た
、

史
料
⑥
は
山
名
誠
豊
に
よ
る
播
州
攻
略
へ
の
協
力
を
杉
原
又
太
郎
が
依
頼
さ
れ

て
お
り
、
永
正
年
間
以
降
、
杉
原
下
総
守
家
が
備
後
守
護
・
山
名
氏
に
接
近
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。 

 

次
に
、
史
料
⑦
は
、
大
永
七
年
頃
、
備
後
に
南
下
し
て
き
た
尼
子
氏
へ
の
対
応

に
関
し
て
、
大
内
義
興
が
杉
原
左
衛
門
尉
に
宮
実
信
へ
の
協
力
を
依
頼
し
た
も
の

で
あ
り
、
永
正
年
間
以
降
、
宮
上
野
介
家
と
杉
原
下
総
守
家
が
協
力
関
係
に
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。
大
永
七
年
九
月
に
は
神
辺
和
談
が
成
立
し
、
山
名
理
興
が
神

辺
城
に
入
城
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
宮
実
信
は
理
興
の
神
辺
城
入
城
に

於
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
実
信
の
居
城
で
あ
っ
た
遍
照
寺
山
城

が
神
辺
城
の
北
の
防
衛
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
時
、
宮
実
信
と
同

盟
関
係
に
あ
っ
た
杉
原
又
太
郎
が
山
手
銀
山
城
主
と
し
て
、
神
辺
城
の
西
側
の
防

衛
を
担
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
で
は
、
い
つ
の
時
点
で
杉
原
惣
領
家
の
居
城

で
あ
っ
た
山
手
銀
山
城
を
四
番
衆
惣
領
の
杉
原
下
総
守
家
が
そ
の
手
中
に
収
め

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
確
な
史
料
を
見
出
し
て
は
い
な
い
が
、
杉
原
惣
領
家
は
永
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正
十
八
年
三
月
、
細
川
高
国
と
の
対
立
に
よ
る
足
利
義
材
の
没
落
に
従
っ
て
お
り
、

そ
の
後
の
争
乱
の
中
で
滅
亡
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
惣
領
家
の
没
落
後
、
備

後
守
護
・
山
名
氏
に
接
近
し
て
い
た
杉
原
下
総
守
家
が
、
そ
の
跡
を
相
続
し
て
山

手
銀
山
城
主
と
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 

 

杉
原
又
太
郎
に
つ
い
で
一
次
史
料
に
現
れ
る
の
は
天
文
十
五
年
の
杉
原
豊
後

守
で
あ
る
が
、
官
途
か
ら
考
え
る
と
杉
原
下
総
守
家
の
惣
領
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
大
永
七
年
か
ら
天
文
十
五
年
の
間
に
杉
原
下
総
守
家
が
断
絶
し
て
、
豊

後
守
を
極
官
と
す
る
家
系
に
変
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
杉
原
豊
後
守
の
系
統
が
、

為
平
の
系
譜
を
ひ
く
光
貞
に
、
自
己
の
家
系
に
属
し
て
い
た
匡
信
を
接
属
し
て
山

手
銀
山
城
主
の
家
系
と
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

 

で
は
、
豊
後
守
は
四
番
衆
杉
原
氏
の
内
、
ど
の
家
系
は
ど
の
系
統
に
属
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ヒ
ン
ト
は
江
戸
時
代
後
期
に
山
手
杉
原
氏
の
直
系
と
さ
れ

る
杉
原
定
良
が
書
き
出
し
た
系
図
に
あ
る
。
為
平
嫡
子
・
光
胤
の
庶
子
・
盛
胤
の

子
息
を
匡
信
と
し
て
お
り
、
豊
後
守
は
為
平
系
杉
原
氏
の
庶
子
家
で
あ
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。
光
貞
の
没
後
、
四
番
衆
惣
領
・
杉
原
下
総
守
家
の
重
臣
と
な
っ
た
盛

胤
の
系
統
が
天
文
年
間
の
初
め
の
大
内
・
尼
子
の
争
乱
を
利
用
し
て
下
総
守
家
を

倒
し
て
、
四
番
衆
杉
原
氏
惣
領
の
地
位
を
手
に
入
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ

れ
る
。 

 

３ 

山
手
銀
山
城
の
縄
張
り 

（
田
口
義
之
会
長
「
新
び
ん
ご
今
昔
物
語
」
よ
り
抜
粋
） 

 

銀
山
城
跡
は
、
弘
法
さ
ん
の
手
前
を
東
西
に
走
る
林
道
を
弘
法
の
水
を
出
発
点

と
し
て
南
に
張
り
出
し
た
稜
線
を
一
つ
迂
回
し
、
さ
ら
に
眼
前
に
の
し
か
か
っ
て

く
る
尾
根
の
山
頂
に
位
置
す
る
。
こ
の
辺
り
分
か
り
づ
ら
い
が
、
右
、
左
、
右
、

左
と
ハ
ン
ド
ル
を
回
せ
ば
城
の
「
懐
」
の
谷
間
に
達
す
る
は
ず
だ
。 

 

そ
こ
は
東
に
口
を
開
け
た
谷
で
、
獣
道
の
よ
う
な
山
道
が
あ
る
は
ず
だ
。
道
が

あ
っ
て
も
無
く
て
も
し
ゃ
に
む
に
西
の
稜
線
を
目
指
し
て
登
っ
て
行
く
、
こ
こ
で

迷
う
と
、
と
ん
で
も
な
い
と
こ
ろ
に
行
っ
て
し
ま
う
。
と
に
か
く
コ
ン
パ
ス
を
信

じ
て
西
に
直
進
す
る
こ
と
を
お
勧
め
す
る
。
陵
線
上
に
出
れ
ば
し
め
た
も
の
だ
。

南
に
歩
い
て
い
く
と
城
の
「
尾
首
」
に
ぶ
つ
か
る
。
堀
切
は
余
り
明
確
に
残
っ
て

い
な
い
が
「
切
岸
」
は
５
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
り
、
直
進
は
無
理
だ
。
右
に
回
っ
て

上
を
目
指
す
と
本
丸
に
達
す
る
。
本
丸
（
主
曲
輪
）
は
南
北
８
０
メ
ー
ト
ル
に
達

す
る
長
大
な
平
坦
地
で
北
端
に
は
土
塁
が
築
か
れ
、
そ
の
下
が
最
初
に
取
り
付
い

た
「
切
岸
」
と
な
っ
て
い
る
。
尾
根
続
き
を
遮
断
す
る
堀
切
は
や
や
不
鮮
明
だ
が

東
北
の
な
だ
ら
か
な
斜
面
は
数
条
の
「
竪
堀
」
に
よ
っ
て
防
御
さ
れ
て
い
る
。 

 

本
丸
に
は
中
央
部
と
南
端
に
近
い
と
こ
ろ
に
井
戸
の
跡
と
考
え
ら
れ
る
く
ぼ

地
が
残
っ
て
い
る
。
中
で
も
南
端
の
も
の
は
切
石
で
囲
ま
れ
、
建
物
の
基
壇
の
可

能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
南
端
は
下
段
の
曲
輪
面
の
東
北
部
に
張
り
出
し
て
築

か
れ
西
と
南
の
切
岸
は
石
垣
造
り
と
な
っ
て
い
る
。
本
丸
の
南
に
は
二
段
の
平
坦

地
が
造
営
さ
れ
て
い
る
。
二
段
目
の
曲
輪
（
二
の
曲
輪
）
の
西
側
に
は
六
条
の
竪

堀
が
築
か
れ
、
三
段
目
の
曲
輪
（
三
の
曲
輪
）
の
西
南
は
堀
切
を
挟
ん
で
二
段
の

小
曲
輪
が
築
か
れ
て
い
る
。 

 

本
丸
北
端
か
ら
東
側
に
稜
線
が
突
出
し
、
尾
根
上
に
も
八
段
の
曲
輪
が
築
か
れ

て
い
る
。
こ
の
曲
輪
群
を
便
宜
上
「
東
の
丸
」
と
呼
ぶ
。
こ
こ
か
ら
本
丸
へ
は
二

つ
の
通
路
が
確
認
で
き
る
。
主
道
は
本
丸
と
の
間
に
築
か
れ
た
大
堀
切
を
越
え
て

本
丸
の
東
斜
面
を
通
っ
て
主
稜
線
南
端
の
三
の
曲
輪
に
取
り
付
く
道
で
、
曲
輪
に

入
る
と
こ
ろ
は
外
枡
形
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
。 

 

東
の
丸
の
南
側
は
帯
曲
輪
と
な
り
長
さ
二
〇
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
高
さ
最

大
三
メ
ー
ト
ル
の
石
垣
を
築
い
て
い
る
。
今
は
林
道
で
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、

山
手
の
「
旗
谷
」
か
ら
上
が
る
登
城
道
は
、
最
初
こ
の
東
の
丸
の
南
側
に
取
り
付

き
、
さ
ら
に
本
丸
東
斜
面
を
通
っ
て
三
の
曲
輪
に
入
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%C4%B8%FD%B5%C1%C7%B7
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BA%A3%C0%CE%CA%AA%B8%EC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B6%E4%BB%B3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%EC%C0%BE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CE%D3%C6%BB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%B3%A5%F3%A5%D1%A5%B9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%DC%B4%DD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%DC%B4%DD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BC%D7%C3%C7
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%A8%CB%D9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%DC%B4%DD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B0%E6%B8%CD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%D0%B3%C0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%DC%B4%DD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%A8%CB%D9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%A8%CB%D9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%A8%CB%D9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%DC%B4%DD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%DC%B4%DD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%DC%B4%DD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%DC%B4%DD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%DC%B4%DD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%D0%B3%C0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CE%D3%C6%BB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%DC%B4%DD%C5%EC
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本
丸
と
東
の
丸
の
間
の
谷
間
に
は
５
条
に
わ
た
る
竪
堀
を
築
い
て
防
備
を
固
め

て
い
る
。 

銀
山
城
跡
の
特
色
は
、
杉
原
氏
系
の
縄
張
り
の
特
徴
と
、
戦
国
末
期
の
山
城
の
特

徴
を
良
く
残
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

杉
原
氏
系
の
山
城
の
特
徴
は
、
南
北
方
向
に
形
成
さ
れ
た
主
曲
輪
群
に
対
し
て
、

直
角
に
副
曲
輪
群
が
構
築
さ
れ
、
そ
の
曲
輪
群
の
北
側
に
「
削
り
残
し
」
の
土
塁

が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
杉
原
惣
領
家
の
居
城
と
さ
れ
る
府
中
の
八
尾
山
城
跡
、

木
梨
杉
原
氏
の
鷲
尾
山
城
跡
は
銀
山
城
と
ほ
ぼ
同
じ
縄
張
り
で
、
鷲
尾
山
の
み
が

主
曲
輪
群
か
ら
西
に
曲
輪
群
が
構
築
さ
れ
、
削
り
残
し
の
土
塁
も
こ
の
部
分
に
残

っ
て
い
る
。 

 

地
形
に
制
約
さ
れ
る
中
世
の
山
城
で
、
こ
れ
だ
け
同
じ
縄
張
り
が
見
ら
れ
る
の

は
珍
し
い
こ
と
で
、
そ
れ
だ
け
こ
の
三
城
に
は
強
い
関
連
性
が
あ
っ
た
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

ま
た
、
さ
す
が
に
福
山
地
方
の
戦
国
を
代
表
す
る
山
城
だ
け
に
見
る
べ
き
遺
構

が
多
い
。
ま
ず
、
石
垣
が
周
辺
の
山
城
の
中
で
は
飛
び
ぬ
け
て
立
派
な
こ
と
で
あ

る
。
石
垣
は
東
側
の
曲
輪
群
の
南
面
に
築
か
れ
、
高
さ
は
最
大
で
二
メ
ー
ト
ル
に

達
す
る
。
石
垣
は
備
後
地
方
の
山
城
で
は
左
程
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
が
、
そ

れ
ら
の
石
垣
は
、
ほ
と
ん
ど
が
「
土
留
め
」
の
石
垣
で
、
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
前
後

に
過
ぎ
ず
、
「
裏
込
め
」
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
銀
山
城
の
石
垣
は
あ
る
程

度
裏
込
め
が
認
め
ら
れ
、
比
較
的
大
き
な
石
材
を
用
い
て
い
る
。
築
か
れ
た
場
所

も
、
大
手
道
が
城
壁
に
取
り
付
い
た
と
こ
ろ
で
、
往
時
は
城
を
訪
ね
た
者
に
威
圧

感
を
与
え
た
筈
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
石
垣
は
、
戦
国
末
期
の
天
正
年
間
に
入
ら
な
け
れ
ば
築
か
れ
な
い
。

銀
山
城
が
こ
の
時
代
に
な
っ
て
も
修
築
を
繰
り
返
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
大
手
道
が
主
曲
輪
群
南
端
に
取
り
付
い
た
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
「
外
枡

形
」
の
遺
構
も
こ
の
城
が
戦
国
末
期
に
な
っ
て
も
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
外
枡
形
は
、
虎
口
の
外
側
に
四
角
い
空
間
を
設
け
、
虎
口
と
直
角
に
も

う
一
つ
の
城
門
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
。
銀
山
城
の
場
合
、
三
の
曲
輪
の
東
の
面

に
虎
口
が
開
き
、
そ
の
外
が
一
段
低
く
枡
形
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
北
面
に
東
の
曲

輪
群
南
面
を
通
っ
て
き
た
大
手
道
が
取
り
付
い
て
い
る
。
立
派
な
枡
形
と
言
え
る
。 

 

こ
う
し
た
枡
形
は
近
世
城
郭
で
は
普
通
に
見
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
中
世
の
城
跡

で
は
見
ら
れ
な
い
。
織
田
、
豊
臣
の
城
郭
（
い
わ
ゆ
る
織
豊
城
郭
）
で
急
速
に
発

達
し
た
も
の
だ
。
こ
れ
も
銀
山
城
が
相
当
後
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
拠

で
あ
る
。 

                

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%DC%B4%DD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CB%DC%B4%DD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%A8%CB%D9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B6%E4%BB%B3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B6%E4%BB%B3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%EF%B9%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B5%EF%BE%EB
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C9%DC%C3%E6
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C8%AC%C8%F8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B6%E4%BB%B3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%E6%C0%A4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%EF%B9%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%D0%B3%C0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%D0%B3%C0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%D0%B3%C0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%D0%B3%C0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%D0%B3%C0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B6%E4%BB%B3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%D0%B3%C0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%D0%BA%E0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%E7%BC%EA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%D0%B3%C0
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%EF%B9%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C5%B7%C0%B5
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B6%E4%BB%B3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B6%E4%BB%B3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%E7%BC%EA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%EF%B9%F1
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B6%E4%BB%B3
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C2%E7%BC%EA
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B6%E1%C0%A4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%E6%C0%A4
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B6%E4%BB%B3
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【
銀
山
城
縄
張
り
図
】 

 
 
 

（
田
口
会
長
「
備
後
山
城
風
土
記
」
・
中
世
山
城
の
「
縄
張
り
」（
６
））  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４ 

他
探
訪
地
（
田
口
会
長
「
備
後
散
策
」
よ
り
） 

①
如
意
山
田
辺
寺 

 

養
老
五
年
（
七
二
一
）
創
建
と
伝
え
る
「
和
光
寺
」
の
旧
跡
で
、
永
禄
五
年
（
一

五
六
二
）
、
津
之
郷
串
山
城
主
田
辺
越
前
守
光
吉
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
「
田
辺
寺
」

と
改
称
、
真
言
宗
の
寺
院
と
し
て
今
日
に
至
る
。
『
沼
隈
郡
誌
』
に
よ
れ
ば
、
鞆

を
逃
れ
た
足
利
義
昭
は
、
御
台
所
、
数
名
の
家
来
と
共
に
こ
の
地
に
移
り
、
当
寺

を
宿
所
に
し
た
と
い
う
。
ま
た
、
天
正
一
五
年
（
一
五
八
七
）
三
月
十
二
日
、
義

昭
は
、
こ
の
地
で
九
州
下
向
途
中
の
豊
臣
秀
吉
と
歴
史
的
な
対
面
を
遂
げ
る
が
、

同
書
に
よ
れ
ば
、
そ
の
対
面
場
所
こ
そ
こ
の
田
辺
寺
で
あ
っ
た
と
い
う
。 

一
備
後
赤
坂
迄 

 
 
 
 

八
里 

 
 

 

但
此
所
へ
公
方
様
御
出
に
て
、
御
太
刀
折
帋
に
て
御
禮
を
被
仰
候
、
御
酒

上
に
互
に
銘
作
の
御
腰
物
被
為
参
候
、
則
公
方
様
御
座
所
も
赤
坂
之
近
所
也 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（
九
州
御
動
座
記
） 

な
お
、
義
昭
は
こ
の
会
見
の
後
、
許
さ
れ
て
帰
京
。 

秀
吉
よ
り
一
万
石
を
与
え

ら
れ
、
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
八
月
二
十
八
日
、
大
阪
で
そ
の
波
乱
に
富
ん
だ

生
涯
を
終
え
た
。
亨
年
六
十
才
、
霊
陽
院
殿
准
后
昌
山
大
禅
定
門
。 

 

②
大
鏡
山
三
寶
寺
（
曹
洞
宗
） 

 

弘
安
四
年
（
一
二
八
一
）
、
臨
済
宗
の
寺
院
と
し
て
創
建
さ
れ
た
が
、
の
ち
洪

水
に
よ
っ
て
堂
宇
が
崩
壊
し
衰
退
、
大
永
二
年
（
一
五
二
二
）
十
一
月
、
銀
山
城

主
杉
原
匡
信
に
よ
っ
て
曹
洞
宗
の
寺
院
と
し
て
再
興
さ
れ
今
日
に
至
る
。
戦
国
時

代
に
は
杉
原
氏
の
菩
提
寺
と
し
て
栄
え
、
境
内
に
は
杉
原
氏
の
も
の
と
推
定
さ
れ

る
石
塔
が
残
る
。
ま
た
、
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
、
朝
鮮
出
兵
の
た
め
、
九
州

に
下
向
し
た
豊
臣
秀
吉
が 

四
月
九
日
、
こ
の
寺
に
宿
泊
し
た
こ
と
が
記
録
（
豊

臣
秀
吉
九
州
下
向
記
）
に
見
え
る
。 

http://blogs.yahoo.co.jp/rokutopuu19551219/GALLERY/show_image_v2.html?id=http://img5.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/18/80/rokutopuu19551219/folder/492304/img_492304_8197264_2?1357438782&i=1
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③
太
閤
屋
敷 

 
三
寶
寺
門
前
西
側
の
一
角
で
、
現
在
は
宅
地
と
な
っ
て
い
る
。
伝
承
に
よ
れ
ば
、

豊
臣
秀
吉
が
朝
鮮
出
兵
の
た
め
九
州
に
下
向
し
た
時
、
こ
の
地
に
旅
館
を
設
け
、 

宿
泊
し
た
跡
と
い
う
。
今
日
で
も
、
民
家
の
庭
先
に
は
秀
吉
を
祭
神
と
す
る
「
豊

国
大
明
神
」
が
祀
ら
れ
在
り
し
日
を
偲
ば
せ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
神
社
は
、
江

戸
時
代
に
は
徳
川
氏
を
憚
っ
て
「
荒
神
」
さ
ん
と
し
て
祀
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。 

 

④
一
里
塚 

 

古
代
の
山
陽
道
、
岡
山
県
の
井
原
か
ら
神
辺
平
野
の
北
側
山
際
を
通
っ
て
府
中

に
通
じ
て
い
た
が
、
室
町
時
代
に
は
神
辺
か
ら
南
に
折
れ
、
郷
分
、
山
手
を
通
る
、

今
日
の
よ
う
な
コ
ー
ス
と
な
っ
た
。
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
こ
の
道
は
「
西
国
街

道
」
と
し
て
宿
駅
・
一
里
塚
が
整
備
さ
れ
西
国
大
名
の
参
勤
交
替
な
ど
に
利
用
さ

れ
た
。
福
山
地
方
で
は
神
辺
・
今
津
に
宿
駅
が
置
か
れ
、
一
里
塚
も
七
カ
所
設
置

さ
れ
た
が
、
今
日
残
っ
て
い
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
。 

 

５ 

足
利
義
昭
と
津
之
郷 

 

二
、
赤
坂
宿
所
田
邊
寺
と
惣
堂
神
社
に
秀
吉
と
義
昭
関
連
記
録 

（
『
山
城
志 

第
１
９
集
』
小
林
定
一
氏
「
足
利
義
昭
の
上
國
に
つ
い
て
」

よ
り
抜
粋
） 

 

江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
足
利
義
昭
に
関
す
る
伝
承
は
、
義
昭
が
上
阪
し
て
五
十

二
年
後
に
編
纂
さ
れ
た
、
寛
永
十
六
年
三
月
（
一
六
三
九
）
の
『
水
野
記
』
に
伝

え
ら
れ
て
い
た
。
同
書
に
依
る
と
津
之
郷
村
の
条
に
、
「
真
言
宗 

如
意
山
観
音

院
田
邊
寺
、
本
尊
阿
弥
陀
如
来
・
本
堂
観
音
堂
、
同
年
（
天
正
十
三
年
）
十
二
月

十
三
日
、
義
昭
将
軍
出
奔
し
て
京
都
を
発
し
備
後
に
到
り
備
後
津
之
郷
村
に
移
る

の
時
、
翌
十
四
年
寺
領
八
貫
五
百
を
寄
せ
、
其
の
後
豊
臣
秀
吉
此
の
地
を
領
す
る

こ
と
二
年
也
」
と
、
正
確
性
と
内
容
の
誇
張
に
問
題
が
あ
る
が
、
義
昭
の
領
主
伝 

 

承
を
曲
り
な
り
に
も
伝
え
て
い
た
。 

 

次
い
で
安
永
元
年
の
頃
（
一
七
七
二
）
に
書
か
れ
た
『
備
陽
六
郡
史
』
の
津
之

郷
村
の
条
に
、「
真
言
宗 

如
意
山
阿
弥
陀
院
田
邊
寺
、
秀
吉
公
朝
鮮
征
伐
の
為

に
九
州
御
下
向
の
時
、
義
昭
公
當
寺
に
て
御
対
顔
有
り
、
御
餞
と
し
て
太
刀
を
進

じ
ら
れ
し
な
り
。」、
年
代
が
九
州
征
伐
か
ら
朝
鮮
の
役
に
相
違
し
て
い
た
が
、
秀

吉
と
義
昭
の
会
談
と
太
刀
の
餞
な
ど
の
大
筋
で
肯
定
で
き
る
内
容
を
伝
え
て
い

た
。
『
水
野
記
』
と
『
備
陽
六
郡
史
』
は
信
頼
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
田
邊
寺
を

赤
坂
の
会
談
場
所
と
特
定
し
て
も
問
題
は
無
さ
そ
う
で
あ
る
。 
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神
社
の
記
録
を
参
考
に
す
る
と
、『
水

野
記
』
の
津
之
郷
村
の
条
に
、「
坤
大
明

神 

天
正
十
四
年
義
昭
将
軍
拾
二
貫
を

以
っ
て
社
領
と
な
す
、
其
の
後
秀
吉
此

の
地
を
領
す
、
又
毛
利
家
悉
く
之
を
没

収
す
」
と
坤
大
明
神
に
も
秀
吉
と
義
昭

の
伝
承
を
伝
え
て
い
た
。
そ
の
後
坤
大

明
神
は
神
社
名
を
変
更
し
た
ら
し
く
、

『
備
陽
六
郡
史
』
は
「
三
嶋
（
そ
う
ど

う
）
大
明
神
と
云
う
山
に
有
り
、
将
軍

義
昭
を
祀
れ
り
。
神
躰
は
則
ち
義
昭
黒

装
束
、
立
烏
帽
子
并
び
に
御
臺
所
の
像

な
り
、
元
文
の
頃
（
一
七
四
〇
）
迄
上

三
嶋
と
て
、
西
の
方
の
山
上
に
御
臺
所

の
社
有
り
け
る
か
、
祭
り
も
同
日
な
る
ゆ
え
一
社
に
勧
進
し
け
る
な
り
」
と
、
義

昭
が
祀
っ
て
い
た
祭
神
の
坤
大
明
神
が
地
元
の
住
民
に
よ
っ
て
義
昭
に
変
更
さ

れ
て
い
た
。 

 

現
在
津
之
郷
町
に
は
三
嶋
大
明
神
の
後
身
と
推
定
で
き
る
、
義
昭
を
祭
神
と
し

た
同
じ
読
み
の
惣
堂
神
社
が
あ
る
。
前
記
二
書
の
内
容
を
関
連
付
け
て
総
合
的
に

判
断
す
る
と
、
江
戸
時
代
初
期
の
坤
大
明
神
が
江
戸
時
代
中
期
以
前
に
三
嶋
大
明

神
と
変
更
さ
れ
、
更
に
三
嶋
大
明
神
か
ら
現
代
の
惣
堂
神
社
に
、
神
社
名
が
二
度

も
変
更
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。 

 

津
之
郷
町
に
は
義
昭
の
居
館
跡
と
の
伝
承
地
が
あ
る
。
其
の
場
所
は
津
之
郷
小

学
校
裏
の
西
北
後
方
約
百
五
十
ｍ
先
の
小
山
に
立
地
す
る
。
下
三
嶋
山
（
高
さ
約

三
十
ｍ
程
度
）
の
頂
上
に
あ
る
通
称
御
殿
畑
「
三
十
ｍ×

五
十
四
ｍ
」
と
呼
称
さ

れ
る
小
丘
陵
で
あ
る
。
御
殿
畑
の
裏
側
は
「
う
ま
や
」
の
地
名
を
伝
え
て
い
る
が
、

宅
地
造
成
で
地
形
が
変
形
し
往
時
を
偲
ぶ
事
が
出
来
な
い
。 

 

御
殿
の
縄
張
り
は
山
陽
道
か
ら
み
ら
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て
、
山
陽
道
と
は

ほ
ゞ
平
行
の
辰
巳
向
き
の
横
長
に
造
成
さ
れ
、
山
陽
道
と
の
距
離
は
約
四
百
二
十

ｍ
で
あ
る
。
御
殿
畑
前
方
の
傾
斜
地
に
は
、
家
臣
の
屋
敷
跡
が
細
長
の
階
段
状
に

造
成
さ
れ
、
北
東
と
南
西
は
急
傾
斜
地
と
な
り
防
御
機
能
を
兼
ね
備
え
た
地
形
と

な
っ
て
い
る
。 

 

御
殿
の
西
南
に
小
さ
な
堀
切
が
あ
り
、
堀
切
を
越
え
た
地
に
惣
堂
神
社
に
祀
ら

れ
て
い
る
。
御
殿
畑
の
中
央
に
立
っ
て
惣
堂
神
社
を
見
る
と
南
西
の
方
角
即
ち
坤

（
未
申
）
の
地
に
神
は
祀
ら
れ
て
お
り
、
御
殿
畑
の
未
申
の
方
角
に
祀
ら
れ
て
い

た
神
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
坤
大
明
神
と
神
名
が
付
け
ら
れ
た
も
の
と
判
明
し
た
。 

 

現
在
田
邊
寺
は
津
之
郷
町
坂
部
に
存
在
す
る
寺
院
で
あ
る
。
し
か
し
、
会
談
場

所
が
田
邊
寺
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
桃
山
時
代
の
赤
坂
は
現
在
と
異
な
り
田
邊
寺

一
帯
に
ま
で
赤
坂
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
前
記
の
文
言
に
「
則
ち
公

方
様
御
座
所
も
赤
坂
の
近
所
也
」
と
の
記
載
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
御
座
所
即

ち
御
殿
畑
と
田
邊
寺
は
現
在
も
近
隣
に
立
地
し
て
お
り
、
御
殿
か
ら
田
邊
寺
迄
の

距
離
は
南
方
約
三
百
五
十
ｍ
先
に
あ
る
。
以
上
の
記
録
か
ら
赤
坂
と
津
之
郷
の
地

名
は
近
世
初
頭
に
至
っ
て
変
更
さ
れ
た
ら
し
く
、
村
境
が
変
わ
っ
た
要
因
は
慶
長

六
年
の
福
嶋
検
地
と
考
え
ら
れ
、
津
之
郷
と
赤
坂
の
境
は
本
谷
川
辺
り
で
あ
っ
た

可
能
性
が
あ
る
。（
後
略
）。 

 

【
関
連
史
料
】 

●
【
史
料
①
】「
備
後
国
御
料
所
注
文
」（「
細
川
文
書
」） 

 
鹿
苑
院
殿
義
満 

 
備
後
国
有
御
定
御
料
所
分
事 

 

一
所 
栗
原
五
ヶ
庄 

 

一
所 

神
村
庄 

 

一
所 

海
裏
庄
地
頭
職 

 

一
所 

津
郷
領
家
職 
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一
所 

津
郷
公
文
職 

 
一
所 

石
成
庄
下
村 

 
一
所 

平
野
地
頭
領
家 

 

一
所 
坪
生
領
家
職
半
分 

 
 
 

明
徳
四
年
卯
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
花
押
） 

 

●
【
史
料
②
】
「
足
利
義
昭
御
内
書
」（「
光
源
院
文
書
」） 

伯
州
光
源
院
領
所
々
事
、
近
年
無
寺
納
由
候
、
彼
院
之
儀
、
先
代
位
牌 

所
候
之
間
、
急
度
可
申
付
候
、
可
為
喜
悦
候
、
毛
利
父
子
か
た
へ
も
申
遣
候
、 

猶
信
恵
、
藤
長
可
申
候
也 

（
元
亀
元
年
） 

 
 
 

六
月
朔
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

義
昭 

（
花
押
） 

 
 
 
 

杉
原
播
磨
守
殿 

 

●
【
史
料
③
】
「
足
利
義
昭
御
内
書
案
」（
「
室
町
幕
府
御
内
書
案
」） 

 

就
今
度
織
田
悪
逆
相
積
、
不
慮
城
都
取
退
候
、
入
洛
儀
諸
口
相
催
之
処
、 

厳
重
及
請
条
先
高
屋
城
進
発
候
、
此
刻
抽
忠
節
者
可
悦
入
候
、
猶
真
木
島 

玄
蕃
頭
可
申
候
也
、 

（
天
正
元
年
） 

 
 
 

八
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
判 

 
 
 
 

宮 
 

二
通 

 
 
 
 

三
吉 

一
通 

 
 
 
 

杉
原 

一
通 

 
 
 
 

佐
和 

一
通 

 

●
【
史
料
④
】
「
足
利
義
昭
御
内
書
」（「
山
内
家
文
書
」） 

 

今
度
當
国
移
座
付
而
、
為
禮
儀
言
上
、
神
妙
、
次
帰
洛
之
儀
可
馳
走
由
申
遣
處
、 

 

及
請
段
、
被
聞
食
訖
、
弥
忠
勤
可
喜
入
候
、
猶
輝
元
可
申
越
候
也
、 

 
 

（
天
正
四
年
） 

 
 

 
 

十
月
四
日 

（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

山
内
新
左
衛
門
尉
と
の
へ 

 

●
【
史
料
⑤
】
「
足
利
義
昭
御
内
書
」（「
吉
川
家
文
書
」） 

 

態
と
染
筆
候
、
當
所
永
々
逗
留
之
段
、
餘
窮
屈
候
、
然
者
、
津
郷
可
然
由
候
条
、 

 
 

 

至
彼
地
移
座
度
候
、
急
度
對
輝
元
可
加
異
見
事
、
頼
入
候
、
為
其
差
越 

 

晴
助
候
、
仍
鞦
十
懸
遣
之
、
猶
昭
光
可
申
候
也
、 

 
 

（
天
正
十
年
） 

 
 
 
 
 

八
月
十
五
日 

 

（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 

吉
川
駿
河
守
と
の
へ 

 

●
【
史
料
⑥
】
「
槙
島
昭
光
副
状
」（「
三
浦
家
文
書
」） 

 

對
輝
元 

御
座
所
儀
被
仰
出
候
条
、
此
節
津
郷
事
、
御
進
上
候
様
、
尤
可 

 

為
御
祝
着
候
、
仍
被
成 

御
内
書
候
、
誠
以
御
面
目
之
至
、
不
可
如
之
候
、 

 

別
而
御
馳
走
肝
要
候
、
此
由
相
心
得
可
申
旨
、
被
仰
出
候
、
恐
々
謹
言
も 

 
 

（
天
正
十
年
） 

 
 
 
 
 

十
月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭
光 

（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 

神
田
宗
四
郎
殿 

 
●
【
史
料
⑦
】
「
槙
島
昭
光
書
状
」（「
三
浦
家
文
書
」） 

 
御
座
所
之
儀
、
太
守
江
被
仰
出
候
処
、
早
速
被
及
御
請
之
段
、
御
感
悦
此
事
候
、 

 

然
者
急
度
渡
御
進
上
候
御
馳
走
可
為
御
祝
着
候
、
彼
方
角
御
方
御
存
知
之
儀 

 

候
条
、
於
向
後
者
諸
事
被
頼 

思
食
候
、
此
旨
能
々
相
心
得
可
申
之
由
候
、 

 

仍
御
太
刀
一
腰
・
縮
五
端
御
拝
領
之
候
、
尤
珍
重
存
候
、
恐
々
謹
言
、 

 
 

（
天
正
十
二
年
カ
） 
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十
一
月
十
八
日 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

昭
光 

（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 
 

二
宮
太
郎
右
衛
門
尉
殿 

 

●
【
史
料
⑧
】
「
足
利
義
昭
御
内
書
」（「
毛
利
家
文
書
」） 

 

帰
洛
之
儀
馳
走
、
尤
神
妙
候
、
仍
桐
紋
事
、
惣
領
一
人
遣
之
、
彌
可
抽
戦
功
段

肝
要
、
猶
昭
光
可
申
候
也
、 

 

（
天
正
十
五
年
） 

 
 
 
 

十
一
月
廿
四
日 

 
 
 
 

（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 

毛
利
右
馬
頭
と
の
へ 

 

●
【
史
料
⑧
】
「
九
州
御
動
座
記
」 

 

天
正
十
五
年
三
月 

 
 

十
一
日 

 
 
 

一 

備
中
な
か
山
迠 

 

○
備
前
岡
山
よ
り
八
里 

  
 

十
二
日 

 
 
 

一 

備
後
赤
坂
迠 

 
 
 
 
 
 
 
 

八
里 

 
 
 
 
 
 

但
此
所
へ
、
公
方
様
御
出
候
て
、
御
太
刀
折
紙
ふ
て
、 

 
 
 
 
 
 

禮
を
被
仰
候
、
御
酒
上
ニ
互
ニ
銘
作
の
御
腰
物 

 
 
 
 
 
 

被
為
参
候
剋
、
公
方
様
御
座
所
も
赤
坂
之
近
所
也
、 

 
 
 
 
 
 

備
後
の
と
も
の
浦
へ
三
里
在
之 

 

●
【
史
料
⑨
】
「
足
利
義
昭
御
内
書
」（「
毛
利
家
文
書
」） 

 

在
国
中
種
々
馳
走
、
祝
着
通
、
早
々
可
申
越
處
、
兎
角
打
過
候
、
誠
忠
功
之
段 

 

更
無
忘
却
、
彌
諸
事
頼
入
候
、
仍
太
刀
一
腰
、
馬
一
疋
、
并
帷
廿
遣
之
、
委
細 

 

申
含
昭
賢
行
長
候
也
、 

 
 

（
天
正
十
六
年
） 

 
 

 
 

後
五
月
廿
四
日 

 
 
 

（
花
押
） 

 
 
 
 
 
 

毛
利
右
馬
頭
と
の
へ 
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++

13

椙
原
 
千
代
松
丸
 

光
平
 

●
 

員
平
 

真
観
 

邦
平
 

宗
光
 

貞
平
 

忠
綱
 

恒
清
 

母
妻
卒
年
月
日
不
知
 

按
察
公
 
河
内
守
 

右
衛
門
尉
 

母
 

母
 

母
 

母
 
山
手
方
 

母
 
六
波
羅
祐
筆
奉
行
 

四
郎
 
左
衛
門
尉
 

巌
崎
七
郎
 

四
郎
 

玄
蕃
允
 

胤
平
 

椙
原
 
或
為
憲
 

母
卒
年
月
日
不
知
 

信
平
 

為
平
 

椙
原
 
本
郷
太
郎
 
彦
太
郎
 

母
深
津
泰
綱
女
 

妻
卒
年
月
日
不
知

 

木
梨
 
亦
二
郎
 
 

母
同
 

住
備
後
國
御
調
郡
木
梨

 

図
１
 
高
洲
長
左
衛
門
盛
英
書
出
し
系

光
信
 

住
御
調
郡
本
郷

 
光
盛
 

椙
原
 
千
代
松
 行

勝
 

住
御
調
郡
本
郷

 椙
原
 
高
洲
 
 

住
備
後
國
高
洲
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図
２ 
木
梨
平
左
衛
門
恒
通
家
系
図 

真
観 

胤
平 

椙
原 

 

按
察
公 

椙
原 
隼
人
佐 

又
為
憲
初
彦
次
郎 

信
平 

椙
原 

又
太
郎 

彦
太
郎 

木
梨 

左
衛
門
尉 

従
五
位

下 

光
信 

椙
原 

太
郎
左
衛
門
尉 

木
梨 

千
代
松
丸 

光
盛 

椙
原 

太
郎
左
衛
門
尉 

木
梨 

千
代
松
丸 

元
盛 

椙
原 

又
太
郎 

但
馬
守 

木
梨 

太
郎
左
衛
門
尉 

母
不
知 

或
恒
良 

元
直 

椙
原 

又
太
郎 

 

木
梨 

太
郎
左
衛
門
尉 

母
不
知 

 

光
恒 

椙
原 

蔵
人
大
夫 

 

木
梨 

修
理
亮
取
道
恒 

為
尼
子
義
久
天
文
十
二
年 

六
月
於
木
梨
城
自
殺 

為
平 

椙
原 

又
次
郎 

民
部
丞 

備
後
国
御
調
郡
木
梨
庄
鷲
尾
城
主 

備
後
国
御
調
郡
木
梨
庄
家
城
城
主 

光
胤 
光
恒 

光
貞 

匡
信 

椙
原 

 
椙
原 

 

椙
原 

 

備
後
国
沼
隈
郡
山
手
城
主 

理
興 

椙
原 

播
磨
守 

椙
原 

豊
後
守 

隆
盛 

椙
原 

始
高
盛 

又
元
清 

左
衛
門
尉 

木
梨 

蔵
人
大
夫 

越
前
守 

遠
江
守 

 

盛
重 

備
後
国
安
那
郡
神
辺
城
主 



【二月度徒歩例会探訪地付近図】 

※太い黒四角の枠囲みの史跡が、今回の探訪地です。 
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